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１ は じ め に

保健医療の領域においては電子カルテの普

及に伴い、多職種間で患者情報の共有が図ら

れるようになった。そのため、医療機関にお

けるソーシャルワーカーは、従来のソーシャ

ルワーク支援の記録としての「記録」と、共

有を前提とした多職種への情報提供としての

「記録」の両方を業務として行うことが求め

られる。

他方、ソーシャルワーカー養成課程におい

ては、「記録」は「実習記録ノート」の作成

を主眼とした指導内容となっている。

支援経過の記録をメインとした教育内容で

は、多様化する実践現場から求められている

記録のあり方に対応が困難となっている。

「記録」の現状を整理し、求められる養成教

育の内容について考察したい。

２ 「記録」をめぐる歴史的経過に

ついて

ハミルトン（Hamilton，G）の「記録は処

遇を助けるもの」という指摘を持ち出すまで

もなく、支援経過の折々にその内容を書き留

めていく作業は、ソーシャルワーク支援の礎

となる業務である。ソーシャルワーク記録の

歴史は、古くは救貧を目的とした救済機関に

おいて、対象となる者の氏名や住所、支給物

品（金）、援助の可否を一行だけで記録する

「登録簿タイプ」の記録から始まった。これ

は、「ソーシャルワーク機関が記録を保管し

はじめたという点で重要である�」といえる。

貧困は個人の怠惰によるものであり、その貧

困状態が支援に値するか否かという極めて原

始的な救貧法の発想のもとでの評価・記録行

為ではあるものの、支援対象となるクライエ

ントを多数の「惰民」としてではなく、支援

対象としての「個人」と認識し、書き留めて

登録保管するという画期的な行為がスタート

したことになる。

１９世紀後半のイギリスにおける慈善組織協

会（Charity Organization Society ： COS）

の訪問活動記録の整備以来、業務の内容を振

り返り、支援内容の過不足を検討し、より良

い支援につなげるための資料として記録を残

す業務は、ソーシャルワーク支援の質的な向

上に欠かせない作業となった。記録の形式も、

COSで用いられるようになった叙述体スタ

イルの記録や、ソーシャルワーカーとクライ

エントの相互作用のプロセスを書き留める過

程記録など、ソーシャルワークの現場で行わ

れている支援活動の変遷が、そのまま記録の
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スタイルの幅を広げ、多種多様な記録形式が

誕生していく契機となった。

もともとソーシャルワーク記録については、

「ケースの開始から終結にいたるまでの援助

活動を再現する」（岡村１９６５年）ようなスタ

イルで、支援内容を克明につづることを通し、

ソーシャルワーカー自身の専門性の向上をは

かり、スーパービジョンを受ける際の素材と

する、という側面がある。支援の際にソーシャ

ルワーカー自身がどのようにクライエントと

クライエントを取り巻く環境を理解し、情報

を集めてアセスメントを重ね、支援内容を展

開していったのかを記録することは、展開経

過の折々のモニタリングの資料となり、支援

の終結後にはその内容を振り返るツールとな

る。ソーシャルワーカー自身のアセスメント

の枠組みや支援アプローチの選択の根拠など

が書かれている記録は、スーパービジョンを

受ける際の素材として最も適しているといえ

る。

１９７４年アメリカで「連邦プライバシー法

（The Privacy Act of１９７４）」（１９８８年改正）

が施行された。クライエントが、自身の情報

について書かれている記録にアクセスするこ

とが、権利として保証される時代を迎えると、

記録を取り巻く様相は徐々に変化していく。

その背景には、１９７０年代以降の石油危機に端

を発した財政緊縮政策の下、支援にかかるコ

ストを削減し、サービス提供に要した支出に

見合った内容の支援が効率的に提供されてい

るかどうかを、シビアに判断するというアメ

リカの経済的な要因がある。また、支援活動

予算の獲得のため、実施された支援サービス

の有効性を提示しなければならなくなったこ

とから、支援内容の記録はその活動の証左と

して重用されるようになった。さらに、１９６０

年代にかけて活発になった公民権運動の高ま

りを受けて、自身のプライバシーに関する情

報の取り扱いについての権利意識が高揚した

ことも一因となった。支援の経過よりもコス

トに見合った結果に重きがおかれるようになっ

た風潮から、簡潔にポイントとなる要点を記

述した要約記録も登場してきた。

１９８０年 OECD理事会にて「プライバシー

保護と個人データの国際流通についてのガイ

ドラインに関する勧告」（OECD８原則）が採

択されると、各国においても個人情報データ

の保護に関する法律が続々と改定・制定され

るようになる。

イギリスでは「個人ファイルアクセス法

（Personal File Access Act）」が１９８７年に、

「データ保護法（Date Protection Act）」が

１９９８年に制定（法制定に伴って１９８４年に制定

した旧法を廃止）された。日本では１９８８年に

「行政機関の保有する電子計算機処理に係る

個人情報の保護に関する法律」が制定（２００３

年に「行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律」に改正）、２００３年に「個人情報

保護法」が成立している。同年、厚生労働省

により「診療情報の提供等に関する指針」

（２０１０年改正）が策定された。診療情報が記

載されている診療録（カルテ）には、個人の

氏名、住所、生年月日等をはじめとして、診

療に係る多くの個人的な情報が記載されるこ

とから、その取り扱いに関しては「個人情報

保護法」が適用される。診療録を取り扱う医

療機関は個人情報取扱事業者とされ、カルテ

開示の請求があった場合、「診療情報の提供

等に関する指針」に則ってその求めに応じる

ことが義務付けられるようになった。
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それまでのソーシャルワーク記録は、開示

を前提とはしておらず、あくまでも支援の経

過や内容を記録したものであった。その時々

に行ったアセスメントの内容についても克明

に書かれているが、それは例えばスーパービ

ジョンを受ける際の資料として活用するもの

の、原則として他者に見せるためのものでは

ない。従って、ソーシャルワーク記録の作成

上、書き手であるソーシャルワーカーは自由

に記載が可能であり、クライエントに対して

行ったアセスメントや所感の記載も何ら制限

を受けることは無かった。しかし、２００１年厚

生労働省「保健医療分野の情報化に向けての

グランドデザイン」の提唱により、医療機関

への電子カルテの導入が図られるようになる

と、それまで個別に管理されていたソーシャ

ルワーク記録も電子カルテへと一元化される

動きが顕著になった。ソーシャルワーク記録

の電子記録システムへの統合については間嶋

（２０１４�）に詳しい。

１９７０年代半ばに医事・会計部門において取

り入れられた電子システムが、１９８０年代には

院内のオーダリングシステムと連動し、２０００

年を迎えるころには電子カルテシステムへと

汎用範囲が広がってきた。現在、その対象範

囲は医療機関内だけではなく、地域医療連携

をも視野に入れた、幅広い情報共有のネット

ワークへとリンクしている。通信技術の進歩

に伴い、次世代の医療 ICTが次々と刷新さ

れ、病院機能評価や地域の病診ネットワーク

構築の追い風を受けて、広く医療連携のシス

テムの中に組み込まれてきている。多職種が

各々に提供した技術サービスの情報を一個の

ファイルに統合する電子カルテの存在は、こ

うした時代の要請にこたえた情報管理のあり

方として、さらにその導入の伸びが見込まれ

ている。開示要求の対象としてのソーシャル

ワーク記録への対応も求められてきている。

一方で、ソーシャルワーク記録は、アカウ

ンタビリティ（説明責任）遂行のためのツー

ルともなった。日本では、１９９９年の社会福祉

基礎構造改革を受け、戦後の社会福祉の枠組

みであった措置制度による支援から、個人と

サービス提供側との契約の締結による支援へ

と、その開始手続き業務の移行がなされた。

これにより、制度利用の申請を受け付けた行

政側が、責任を持って「措置処遇」する形式

の制度から、クライエントの「自己責任」に

おいてサービス利用の「契約締結」をする形

式へと替わってきた。

この制度変動の経過において注目されるの

は、アカウンタビリティという用語が使われ

るようになってきたことである。もともとこ

の用語は、アメリカにおける税金の使途内容

説明に由来する用語であるとされている。ソー

シャルワーク支援の過程に契約制度が持ち込

まれたことにより、支援契約を結ぶという

「自己決定」に際し、その決定を保証しうる

内容の説明が、提供側の責任を伴ってなされ

たかが問われるようになった。何をどのよう

に誰に対して説明したのかを綴った記録が、

そのアカウンタビリティの遂行を支える担保

とされるようになったわけである。

ソーシャルワーク記録をめぐるこのような

経緯と現状は、記録を書くという行為がソー

シャルワーカーの力量を高めるためだけでは

なく、外部からの開示要請に耐えうる内容の

記載がなされているかどうか、また法的な根

拠として採用に値するものとなり得るかどう

か、さまざまな思惑をはらんだ内容へと変っ
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てきていることを示している。ソーシャルワー

ク支援のあり方の変化を記録の側面から問わ

れてきているといえる。

浅野（２００５）はソーシャルワーク記録の電

子化が進むことについて、「これまでの紙媒

体中心の時代には、その情報は医療ソーシャ

ルワーカーの手の届く範囲、すなわち直接対

面する関係者の範囲に限られており（中略）、

しかし電子媒体は、対面しての情報開示では

ないために、誰に情報を提示するのかといっ

た対象の範囲や情報内容の幅、情報管理の方

法など情報の入力から出力に関する一連の取

り組みについて検討しなければならない」と

している�。廣瀬（２００９）は、保健医療機関

のソーシャルワーカー（MSW）のソーシャ

ルワーク記録（MSW記録）の構造について

分析し、「MSW記録からカルテ等に情報が

記載されるプロセス」のMSWによる変換概

念として「他職種への情報開示の拒否」をは

じめとする１３の概念を挙げ、カルテ等への記

載状況を「記載していない（「口頭で伝える」

を含む）」「一部制限」「記載する（「状況によ

り記載」を含む）」「その他」に分類している。

この中で廣瀬は、「プライバシー保護のため

にMSW以外に情報が開示されないものが存

在し、こうした記録情報はMSW記録にしか

保存されないこととなる」としている�。

つまり、ソーシャルワーカーは支援活動の

内容をすべて電子カルテに記載しているわけ

ではなく、何を書いて何を書かないかという

情報の取捨選択を行っていることになる。職

能団体の研修会などで現状について確認した

ところ、機関によってはこれまでと同様のソー

シャルワーク記録（ケース記録）を紙媒体で

作成・管理し、そこから転記といったスタイ

ルで必要な情報だけを電子カルテに記載して

いるところもある。また、ソーシャルワーク

記録自体をパスワード等で管理し、第三者が

閲覧できない仕組みを取っているところもあっ

た。反面、患者情報は電子カルテに一本化す

るという病院運営方針のために、個別にソー

シャルワーク記録を保持することができず、

電子カルテ上に書けない情報については、

「書かない」「記憶にとどめておく」という

対応をしている機関もあった。

廣瀬（２０１０）は、「MSWの他職種への情

報提供は、クライエントや関係者にとって不

利益が生じることが考えられる場合に制限さ

れることが理解されており（後略）」「加工さ

れる前の情報については、関係者との信頼関

係を構築し良好な援助関係を継続するために、

電子カルテとは別管理することが求められる」

としている�。

総務省の調査（２０１２年）によると、「医療

機関 ICT化と効果の関係」について、ICT

化を推進している医療機関において「非常に

効果があった」「効果があった」との回答割

合が高かったのは、「（院内）医療従事者間の

情報共有活性化」（７６．９％）および「（院内）

医療従事者・医療事務従事者間の情報共有活

性化」（７３．８％）であった�。情報を共有する

ツールとしての電子カルテ等の利用は、もは

や欠くことのできない現状にあり、今後導入

利用する医療機関は増加の一途をたどるであ

ろう。その導入の意義を理解した上で、ソー

シャルワーク記録との円滑な”住み分け”、

守秘義務と情報開示請求への対処、管理運営

に関する方策の検討など、対応課題は山積し

ている。
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３ 養成課程の「記録」教育

２００７年「社会福祉士および介護福祉士法等

の一部を改正する法律案」が国会に提出され、

２００９年より社会福祉士養成過程のいわゆる

「新カリキュラム」がスタートした。多様化

するソーシャルワークの対象者に対応すべく、

「高い実践力を有する社会福祉士を養成する」

観点から養成教育内容の見直しがなされた結

果、養成科目数は１９科目に増え、「相談援助

演習」も授業時間数が１２０時間から１５０時間に

なった。「相談援助実習」の総実習時間その

ものは旧カリキュラム時と同様の１８０時間設

定で変化は無かったが、実習担当教員から週

に一度以上の指導を受けることが求められ、

巡回による指導以外にも養成校への帰校によ

る指導などの対応が必要となった。

時間増となった「相談援助演習」では、

「①総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の

基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例

を体系的にとりあげること」「②個別指導並

びに集団指導を通して、具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレーイング等）

を中心とする演習形態により行うこと」がね

らいとして挙げられ、シラバス内容に含まれ

るべき事項には、実習前学習として、「ア

自己覚知」「イ 基本的なコミュニケーショ

ン技術の習得」「ウ 基本的な面接技術の習

得」「エ 次に掲げる（社会的排除や虐待、

家庭内暴力等）具体的な課題別の相談援助事

例（集団に対する相談援助事例を含む）を活

用し、総合的かつ包括的な援助について実践

的に習得すること」「オ エに掲げる事例を

題材として、次に掲げる（インテーク、アセ

スメント、プランニング等）具体的な相談援

助場面及び相談援助の過程を想定した実技指

導を行うこと」「カ オの実技指導に当たっ

ては次に掲げる（アウトリーチ、チームアプ

ローチ、ネットワーキング等）内容を含める

こと」「キ 地域福祉の基盤整備と開発に係

る事例を活用し、次に掲げる事項（地域住民

に対するアウトリーチとニーズ把握、地域福

祉の計画、ネットワーキング等）について実

技指導を行うこと」が提示されている�。こ

れら「相談援助演習」の指針は、他科目の講

義内容の学習を前提として、そこで習得した

知識や援助技術を実践的に使うことができる

よう、体験を通して学ぶためのシラバス作成

の基となる。

記録に関しての講義は、「相談援助の理論

と方法」で扱われる。指針ではシラバスに含

まれるべき事項としての「記録」について、

「記録の意義、目的、方法、留意点」が想定

される教育内容として挙げられている�。社

会福祉士養成を目的としたテキスト内容から

「記録」についての記載を見てみると、中央

法規版では、記録の意義について、「記録業

務は、記録作成の段階から、記録の内容を精

査し、その後、評価をする段階へと至る。記

録物の活用までの一連の流れを経て初めてそ

の意義を発揮するのである」と記している�。

また、ソーシャルワーク記録の IT化につい

ては、導入によるさまざまな変化が施設・機

関にもたらされても、「ソーシャルワーカー

が専門職である限り、（中略）ソーシャルワー

ク記録の意義は求められ続けなければならな

い」とし、「クライエントを貶めない記録を

目指すことは、倫理的かつ実践的で」あり、

これが「ソーシャルワーカーにとって、説明

責任・責務（accountability）を遂行するこ
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とになる」と記載されている。弘文堂版では、

「記録の意義は優れた社会福祉実践に結びつ

くことにある」とされている�。記録の方法

に関しては、情報の開示に備えて「（前略）

社会的責任を自覚して書くこと。（中略）記

録は関係者のものではない。利用者本人や家

族に開示される方向にあり、実践や業務が改

めて検証される」と書かれている。ミネルヴァ

書房版では、記録の意義について、「なぜ記

録を残さなければならないかに関する答えは、

実践者側が行った判断の的確性を明示し、行っ

た援助という実践の水準を証明し、実践の過

程に関する『説明責任』を果たすためである」

とし、「専門職実践における『記録』とは、

『実践の透明性・説明責任を果たすために、

自ら実践した事柄を後に再生可能なように文

字化・図式化・音声化もしくは映像化した媒

体によって、他者にも接近可能な形で残した

ものである』と定義することができる」とし

ている�。そして、「記録は誰のものか。」と

いう問いに対して、「記録の内容はクライエ

ントのもの（つまりクライエントのプライバ

シー権に属するもの）である」と答えている。

そのためクライエントは、自身の情報が書か

れた記録について、「いつでも開示請求をな

す権利を有するし、その記載が不正確ないし

不当なものであれば訂正を請求する権利があ

り、またその記録に関する守秘を要求する権

利を有する」としている。Kumi 版では、

「（前略）記録自体がワーカーと利用者の課

題達成に向け取り組む実践に直結しているこ

とを忘れてはならない」とし、「（前略）今日

的な記録の課題は、記録媒体の変化に伴い情

報の活用しやすさが生んだ新たな情報管理の

課題と、記録された情報の取り扱いについて、

利用者の主体性や参加を視野に入れた記録の

あり方の課題にまとめられる」としている�。

ソーシャルワーク記録に関して書かれてい

るこれらテキストの内容からは、ソーシャル

ワーク記録が、もはや記載したソーシャルワー

カー個人の覚え書きとしての実践記録として

だけではなく、書かれている情報の当事者で

あるクライエントの権利を擁護するものでも

あるというように、その扱われ方に変化が生

じていることがうかがえる。

そのテキスト内容を基にした講義によって

習得した知識技術を、「相談援助演習」では

実際に体験することで理解を深める。演習は、

「理論、方法、技術、価値の諸体系と実践体

系との交互連鎖現象を実証する作業である」

と定義されている�。そのため、ソーシャル

ワーク記録に関しては、支援展開の学びにあ

わせて記録の種類（フェイスシート、アセス

メントシート、プランニングシート等）を学

んだり、そのシートに適した記述の仕方（叙

述体、要約体、説明体等）を学ぶ。また、面

接のロールプレイやビデオ学習などを通して

逐語録を作成し、面接技術を構造的に理解す

るなどのプログラムが組まれる。

「相談援助演習」や各専門科目と並行して

行われる「相談援助実習指導」では、実習日

誌の記載方法を中心に記録を学ぶ。９０時間の

設定となっている「相談援助実習指導」では、

「相談援助実習の意義について理解する」

「相談援助実習に係る個別指導並びに集団指

導を通して、相談援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し実践的な技術

等を体得する」「社会福祉士として求められ

る資質、技能、倫理、自己に求められる課題

把握等、総合的に対応できる能力を習得する」
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「具体的な体験や援助活動を、専門的援助技

術として概念化し理論化し体系立てていくこ

とができる能力を涵養する」の四点をそのね

らいとして掲げている。そして、シラバス内

容に含まれるべき事項として「キ 『実習記

録ノート』への記録内容及び記録方法に関す

る理解」が挙げられ、「（注１）相談援助実習

を効果的にすすめるため、実習生用の『実習

指導マニュアル』及び『実習記録ノート』を

作成し、実習指導に活用すること」という注

釈がついている�。その「『実習記録ノート』

への記録内容及び記録方法に関する理解」に

ついて、「相談援助実習指導ガイドライン」

では、実習前、実習中、実習後のそれぞれの

場面において「実習記録ノート」を活用する

ことを求めている。実習前の想定される教育

内容では、キ（１）「①『実習記録ノート』の

意義・目的を理解させる」「②『実習記録ノー

ト』の取り扱いについて理解させる」「③記

録方法や記録内容について、『実習記録ノー

ト』の様式にあわせて理解させる」「④ ①

～③を踏まえて、『実習記録ノート』を記入

させる」としている。実習中には、ケ（１）「③

『実習記録ノート』をスーパービジョンや評

価に活用させる」、実習後にはコ（１）「①個別

及びグループ指導によりスーパービジョンを

受けながら『実習記録ノート』から、実習で

学習した内容を抽出させる」といった内容で、

ガイドラインが敷かれている�。

１８０時間の設定となっている「相談援助実

習」では、「相談援助実習を通して、相談援

助に係る知識と技術について具体的かつ実際

的に理解し実践的な技術等を体得する」「社

会福祉士として求められる資質、技能、倫理、

自己に求められる課題把握等、総合的に対応

できる能力を習得する」「関連分野の専門職

との連携のあり方及びその具体的内容を実践

的に理解する」というねらいが挙げられてい

るが、シラバス内容に含まれるべき事項の中

にソーシャルワーク記録に関しての具体的な

記述は見当たらないxvi。「相談援助実習ガイ

ドライン」においても、中項目オ（１２）「実習

機関・施設の会議の運営方法を学ぶ」におい

て、「④参加・同席した会議の記録を作成す

る」という実習内容の想定があるが、他には

中項目キ（１８）「業務に必要な文書様式の記入

内容・方法等を学ぶ」に「③実習記録ノート

を適切に記入し管理することができる」とい

う小項目の言及があるだけで、想定される実

習内容については「①作成された文書につい

て説明を受ける」「②文書を媒介した情報共

有・連携について説明を受ける」「③業務日

誌・ケース記録等の書き方について説明を受

ける」という内容になっているxvii。

４ 「記録」教育の課題

社会福祉士養成のカリキュラムにおけるソー

シャルワーク記録についての教育内容を概観

してみた。座学である講義やテキスト上では、

クライエントの権利擁護や ICT化への課題

についての学びがある一方、相談援助演習や

相談援助実習指導の枠組みの中では、ソーシャ

ルワーク記録は専ら事例展開に沿った記述方

式の習得と実習記録ノート作成にかかわる内

容であることが理解できた。限られた授業時

間数の中、面接のロールプレーイングや困難

事例のアセスメント方法など、多種の援助技

術の習得へ向けて時間配分が増えていること

もあり、記録教育へ授業のコマ配分を割くの

は難しい現状にある。専門職養成のためのカ
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リキュラムであることから、基礎的な記録の

概要についての講義・演習ももちろん必要な

ことである。しかし、実際の相談援助実習の

場面において、自己の実践内容を記録してい

るだけでは、開示や ICT化に向けた福祉現

場の要請にこたえられなくなってくるだろう。

実習期間中、学生が最も頭を悩ます実習記録

ノートの作成も、基本は非公開記録である。

そのため、公開を前提とした記録をどのよう

に作成するかについて、実践的に学ぶ機会は

少ない。

ソーシャルワーカーは、社会福祉の各分野

において多職種との連携が求められており、

実際に協働しながら支援業務を行っている。

支援内容を記したソーシャルワーク記録の他

に、連携・連絡のための記録の作成など、目

的や用途によって臨機に対応した記録の作成

を行うことが求められる。堀越（１９９７）は、

クライエントに関する情報を他スタッフなど

に開示する場合、「（前略）情報を伝える際に

は、個々の職種の専門性がよりよく発揮され

るために必要不可欠な情報を厳選し、患者の

ために活用されやすいように加工し開示すれ

ばよいはずで、知りえたことを無分別に露呈

するのは好ましくない」としているxviii。村上

（１９９８）は、「今後、サービス供給主体が多

数関わることが考えられるなかで、個人情報

はどの程度まで、どのような方法で開示され

るのか、福祉サービス利用者本人やその家族

の同意はどのように考えられるべきかなど検

討しなければならない課題がある」としてい

るxix。知りえた個人情報をどのように記録し、

共有するのか。電子カルテの利用など、他職

種との情報の共有をめぐる問題に今まさに取

り組んでいる保健医療分野のソーシャルワー

カーを含め、支援業務に関わるいろいろな分

野のソーシャルワーカーが、喫緊の課題とし

てソーシャルワーク記録のあり方について検

討しなければならない時代を迎えている。

福祉現場の現状を踏まえた上で、養成課程

にも、その基礎となる講義や演習に、情報共

有や開示、他職種連携を前提とした業務を担

える内容のソーシャルワーク記録の作成を行

える、そのような力を培うためのカリキュラ

ムが必要となってくるのではないだろうか。

牧歌的な内容でソーシャルワーク記録を学

ぶ期間が長くなることは、教育内容とソーシャ

ルワークの現状との乖離をもたらす。基本を

学んだ上で、外部に発信していく術を含んだ

ソーシャルワーク記録教育の内容を検討しな

ければならないのではないか。研修等で出会

う現任者から、「何を書くと良いのかわから

ない」「記録は難しい」という声を聞く。教

育の体制を整えることが、現場の実践を支え

ていくことになる。

� 北島英治他編「ソーシャルワーク実践の

基礎理論」有斐閣２００２年 p２０２
� 間嶋健「MSWの各種記録が統合されて

電子記録システムの構築における研究」ソー

シャルワーク研究 Vol．４０ No，１ 相川書

房２０１４年 p７３
� 浅野正嗣「医療ソーシャルワーク記録の現

状と課題―電子カルテ火の検討に向けて―」

金城学院大学論集社会科学編第１巻第１・

２合併号２００５年

� 廣瀬豊「他職種への情報開示における医

療ソーシャルワーク記録の構造―カルテ等

の共有記録との関係―」ソーシャルワーク

研究 Vol．３４No，４相川書房２００９年 p４７
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� 廣瀬豊「クライエント以外の関係者から

入手した情報記載における医療ソーシャル

ワーク記録の構造―カルテ等の共有記録と

の関係―」松本大学研究紀要８ ２０１０－０１

２０１０年 p１０３
� 総務省「ICT が成長に与える効果に関

する調査研究」（平成２４年）図表１�４�８�１

「医療機関 ICT化と効果の関係」
� 厚生労働省社援発第０３２８００３号（平成２０

年３月２８日）「大学等において開講する社

会福祉に関する科目の確認にかかる指針に

ついて」

� 同上

� 社会福祉士養成講座編集委員会「相談援

助の理論と方法Ⅰ（第２版）」新・社会福

祉士養成講座７ 中央法規出版２０１０年 p２６４�

２８７

� 福祉臨床シリーズ編集委員会「相談援助

の理論と方法Ⅱ―ソーシャルワーク」社会

福祉士シリーズ８ 弘文堂２００９年 p１０８�１２１
� 岩間伸之他編著「ソーシャルワークの理

論と方法Ⅱ」MINERVA 社会福祉士養成

テキストブック④ ミネルヴァ書房２０１０年

p１９０�２０２
	 川延宗之他編著「相談援助の理論と方法

Ⅱ」現代の社会福祉士養成シリーズ［新カ

リキュラム対応］ 久美株式会社２０１１年 p

１３２�１３９
� 社団法人日本社会福祉士養成校協会編

「相談援助演習教員テキスト」中央法規出

版２００９年 p７５
� 厚生労働省社援発第０３２８００３号（平成２０

年３月２８日）「大学等において開講する社

会福祉に関する科目の確認にかかる指針に

ついて」

� 社団法人日本社会福祉士養成校協会実習

教育委員会「相談援助実習・実習指導ガイ

ドラインおよび評価表」平成２５年１１月２０日

（理事会承認）

xvi 厚生労働省社援発第０３２８００３号（平成２０

年３月２８日）「大学等において開講する社

会福祉に関する科目の確認にかかる指針に

ついて」

xvii 社団法人日本社会福祉士養成校協会実習

教育委員会「相談援助実習・実習指導ガイ

ドラインおよび評価表」平成２５年１１月２０日

（理事会承認）

xviii 堀越由紀子「医療現場におけるソーシャ

ルワーク情報の扱い」ソーシャルワーク研

究 Vol．２３ No，１ 相川書房１９９７年 p４５
xix 村上信「医療ソーシャルワークと情報化

に関する研究」静岡県立大学短期大学部研

究紀要第１２�２号１９９８年度 p１１０
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